
地方創生テレワーク推進運動A c t i o n 宣言
当社は、地方創生テレワーク推進運動の趣旨に賛同し、以下のように取組むことを宣言します。

地方創生テレワークの必要性・メリットを企業のトップや経営層が理解のうえ、取組を推進します。

地方創生テレワークに取組むための体制や取組方針等を整備し、

企業のトップや経営層のコミットメントの下、社内での価値観の共有に取組みます。

取 組 方 針

 地方創生テレワークの推進に当たり、関連するガイドラインやチェックリスト、マニュアル等を参照し、諸制度の整備に努めます。

取 組 に 向 け た 諸 制 度 整 備

 地方創生テレワークの推進に当たり、コンプライアンスの遵守に努めます。

法 令 遵 守

取 組 内 容

取 組 項 目

GMTS
代表取締役　八木下重義
日付　２０２３年２月２０日

【１】採用の優位性の確保・社員の離職防止 【２】地方人材の採用・育成 【３】地域プロジェクトへの参加

【４】機能分散 【５】ワーケーション推進

当社は地方への移住者・移住企業を増やすために、連携する地方自治体において、テレワーク施設やBSテレビ局のサテライトスタ

ジオ、デジタルクリエーターズパーク、及び当社支社を設立し、地域雇用創出とともに、テレワークで業務を行える施設を運営し、テ

レワーク推進を行うものであります。


